
シンポジウム 「モ ンゴル帝国の中国支配 とその社会一石刻史料によ

る成果 と課題」 報告要 旨

2010年12月12日 に九州大学文学部で九州史学会 と科学研究費"中 国社会へのモンゴ

ル帝国による重層的支配の研 究"の 共催で開催 され たシンポジ ウム 「モンゴル帝国の

中国支配 とその社会一石刻史料 による成果 と課題」の報告要旨を掲載 させていただ く。

(発表順)

なお、当 日は、報告終了後 に、同 じく科学研究費のメンバ.___である舩 田善之(九 州大

学)が 総括 コメン トをお こなった。

中国近世石刻研究 の課題 その材料 と方法 をめ ぐっての回顧

森田憲司(奈 良大学)

昨今 の中国史研究は 「石刻ばや り」 とで も言えようか。回顧 と展望の類 に 「石刻」の文

字が 目立っ ようになって長い。その背景 には、資料へのアプローチの変化がある。石刻 を

利用するには、①原石、②写真、③拓本、④石刻書、の4つ の材料があるが、石刻史料は

典籍 とは異なる独 自のモ ノとしての取 り扱いの難 しさがあって、かつてはいずれについて

もアプローチに困難 があった。それぞれの状況が好転 した ことが隆盛 をもた らした一因 と

言 えよ う。今回の報告 ではまずそれを具体的に紹介する。

そ して、そこには、他人が 「読んだ」石刻を 「読む」 のではなく、 自ら石刻を 「読む」

ことによる研究の新 しい展開 とい うものがあった。 もちろん、石刻史料の持つ、個別性 、

同時間性 といった史料的特性 がまずあ り、編纂史料 の多い中国史料において、独 自の世界

を有す ることや、場合によっては新出史料 とい う魅力が加 わることが、まず第一だが。

しか し、問題や限界がないわけではない。 まず考えるべきことは、石刻 と典籍史料 とで

利用方法に違いはないのか とい う点である。個別の石刻の文字列の中か ら有用な記事を探

すだけであれば、典籍史料 に新 しい材料が加わっただけであ り、そ うした研究方向を否定

は しないが、それが石刻研究なのだろ うか。 もちろん、石刻 なるが ゆえに残 された文字列

とい うもの もあるが、その理解、利用 には石刻学の基礎的な整理が必要 に思われ る。た と

えば、中国の石刻関係 図録においては、碑陰題名や宗派図 といったものへの関心は、今で

も低い。碑は 「読む」 ものであ り、観賞す るものであるよ うだ。それは さてお き、 どのよ

うな石刻 に、 どのよ うに書かれているのか、そこか ら何がいえるのか と、考えを進 めてい

くとき、石刻への命名 、年代 の比定な ど、 目録記述 の基本的なルールができあがっていな

い ことがわか る。石刻へのアプローチが改善 されつっ ある今 こそ、その時期ではないか と

考 える。

ここでは、「近世」石刻 とい う耳慣れない表現を用いた。宋代以降の中国史研究でも、石

刻 の利用は さかんではあるが、上述のような傾向はないだろ うか。 とい うより、よ り顕著

ではないだろ うか。『語石』や石刻書に代表 される古典的な石刻学が分類学で、形式の出現
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へ関心がおもむきがちであ り、また、石刻がモ ノであるがゆえに、よ り 「古い」ものに人々

の関心は向くため、近世石刻への関心は希薄なことが、そ こに見出 され る。た しかに近世

においては、史料の 「多さ」にゆえに石刻利用の必然性が少 なくはあるが、石刻の諸形式

が出揃い、残存する石刻の量も多い唐代以降において こそ、基本的な整理が必要かつ可能

であ り、それ を通 じて石刻の持っ史料的特性 をより有効 に引き出 していけるのではないか。

「答里真官人(ダ ー リタイ ・オ ッチ ギン)位 」 の寧海州分地 につ いて

松田孝一(大阪国際大学)

太宗オゴデイ ・カンは旧金朝領(「 漢地」)の 土地 と人戸を丙申年(1236)に 太祖チンギ

ス・カンー族 と功臣に分擾 した。この 「丙 申年分揆」について,銭 大折以来(注1),多 数の

研究があるが,そ の全体像を明 らかにするにはなお付加すべき点がある。チンギス・カンの

叔父,ダ ー リタイ ・オ ッチギン家への分機 に関す る問題がそのひ とつである。ダー リタイ ・

オ ッチギンは,チ ンギス ・カンの建国過程で反抗 して殺 され,そ の子 タイナル ・ヤヤが200

戸 を従える長 として,カ チウン家の奴隷 とされた。

『元史』巻95,食 貨3,歳 賜条(「 元史歳賜条」)で は,ダ ー リタイ ・オ ッチ ギン位 は,

「丙 申年」に分擾 された 「寧海州」の 「10000戸 」 を保有 したと記録 されている。その一

方でオゴデイ ・カ ンの記録,『 元史』巻2,太 宗本紀 の 「諸王、貴戚への分賜」への分擾

記録(「 太宗紀分J7R.記録」)の 中に,ダ ー リタイ ・オ ッチギンへの分機 は記録 され ていな

い。 この 「元史歳賜条」 と 「太宗紀分揆記録」のダー リタイ ・オッチギン家の記録 の相違

を説明するのが本論の主題である。

「丙 申年分擬」の時には,ま だダー リタイ ・オ ッチギン家は分撲対象 となるよ うな 「諸

王」ではなく奴隷であったか ら,「 太宗紀分擾記録」には記録 されなかった。その後,タ

イナル ・ヤヤ(2代 目)や ココチュ(3代 目)は,雲 南か ら侵入 した南宋遠征,李 壇の乱

征圧 にそれぞれ ウ リャンハ タイのもとで従軍 し,そ の後に諸王に格上げ され(そ の直前に

ココチュは 「千戸長」),寧 海州 に分地 と分民を付与 され た。

その分民数は,千 戸長か ら諸王に格上げ された,チ ンギス ・カンの異母弟のベルグテイ と

ほぼ同 じで,千 戸(モ ンゴル兵数)の10倍 の戸数(10倍 がひ とっの基準)で あった。ダ

ー リタイ ・オ ッチギン家の諸王への格上げは
,元 朝のみな らず,同 時期,フ レグのイル ・

ハ ン国でも同 じく奴隷か ら諸王への格上げが行 われている。元朝に倣ったのか もしれない。

なぜ 「元史歳賜条」で 「丙申年分擬」の事例 として記録 されたのか。丙 申年 に 「諸王、

貴戚への分賜」が行われた際,分 地,分 民 は,そ れぞれの 「諸王、貴戚」の配下に細分 さ

れた。ダー リタイ ・オ ッチギン家はカチ ウン家に所属す る奴隷 の200戸 長 として,丙 申年

にはそれに相応 した戸数(100戸,200戸 程度)を 受領 していたのであろ う。諸王昇格の際

に数字 を10000戸 に書き換えた結果,分 機年 については,最 初の分擬 された年代 「丙申年」

が引き継 がれ,「 元史歳賜条」に 「丙 申年分機10000戸 」が記録 として残 された。カチウ

ン家に所属 したダー リタイ ・オ ッチギン家 は,丙 申年 には寧海州ではな く,カ チ ウン家の

分地である,濱 州,様 州地区内での戸数であった と考 えられ る。

注1銭 大日斤 『二十二史考異』86(校 点本,PP.1416-1419)。
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石刻史料か ら見た探馬赤軍の歴 史

村岡 倫(龍 谷大学)

モ ンゴル帝国の時代、探馬赤 と呼ばれた軍団が各地に派遣 されたことはよく知 られてい

る。その実体については古 くか ら論争があ り、国内外で数多 くの研究がなされて きたが、

松田孝一の研究[松 田 「宋元軍制史上の探馬赤(タ ンマチ)問 題」 『宋元時代史の基本問

題』、汲古書院、1996年]に よって、ほぼ議論は決着を見たと言ってよい。それを踏まえ

れば、探馬赤 とは、モンゴルの各 千戸か ら…定人数を徴発 し、その兵員 と服属地域から徴

発 された兵員 とで編成 された混成部隊であ り、辺境 に駐屯して鎮戌軍 となった ものと定義

される。だが、史料の不足か ら、探馬赤軍徴発の様相、服属地域の集団 との融合 、その後

の状況な ど、具体的な探馬赤軍史を通史的に構築 した研究はこれまでになかった。

近年、中国では各地の石刻 史料を紹介す る書籍 が数多 く発刊 され、現地調査 も比較的 自

由に行 えるようにな り、モ ンゴル時代、中国に展開 したモンゴル諸王 と各遊牧集団の活動

について、編纂史料 だけでは知 り得 ない諸相が明 らか とな りつつある。その よ うな状況を

踏 まえ、本報告では、近年の石刻史料調査 ・研究か ら探馬赤軍史の構築を試みたい と思 う。

第2代 オ ゴデイの時代、フ ウシン族 のタガチャル、ジャライル族のテムテイ率いる探馬

赤軍団が、金朝遠征 の先陣を切って山西か ら河南に攻め込んだ。金朝滅亡後 、彼 らは、山

西の平陽か ら太原 に至る地域 に駐 屯 した。 山西夏県の 「忽失　公神道碑井銘 」によれば、

忽失　の父である朶忽朗は、もともとチンギス ・カ ンの庶子 コルゲンの ウルスに所属 して

いたが、徴発 され てタガチャル軍に組み込まれ、金朝滅亡後に平陽の夏県に駐 屯すること

になった。 この石刻 には、諸王の千戸か ら徴発 された兵員の諸相が記 され 、探馬赤軍成立

の一端が明 らかとなる。

平陽の聞喜県に駐 屯 した後のタガチャルの軍団については、その地に残 る 「忽神公神道

碑銘」よ り、旧金朝領の住民か ら選抜 された兵員が付属 したことがわかる。 タガチ ャルの

軍団は、モンゴル兵 と漢人兵の混成部隊 となっていたのである。 また、平陽南東部陵川県

の西渓二仙廟には 「重修真沢廟記」とい う碑刻 が現存 し、現地の有力者が刻 されているが、

その中には、漢人の女性 を妻 とす るモンゴル人の名が数名見える。 これは、漢地に定着 し

た探馬赤軍の部将 と現地の人 々との融合 を示す もの と言えよ う。 さらに、山西 ・河南に残

る石刻には、元朝時代 における彼 らの軍事活動あるいは生活ぶ りを記すもの も少な くない。

洛陽か ら出土 した 「實因赤苔忽墓誌」に記 され る、元末河南のチ ャガン ・テムルの軍団

は、探馬赤軍の後商であった。元朝の命運が託 され ることにな るこの軍団の中には、数多

くの漢人も含 まれてお り、混成部隊 としての探馬赤軍は健在であった。探馬赤軍は、漢地

でのモンゴル ・漢人 の共生 を考える時、ま さしく、元朝一代を通 じて重要な軍団であった

と再認識できよう。
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碑 か ら見た分地支配 と社会 山西 ジ ョチ家投下領 の事例 を もとに

井黒 忍(早 稲田大学)

本発表では、山西省翼城県喬沢廟 に現存す る水利碑 の分析 を通 して、モ ンゴル帝国期に

お ける華北投下領の支配形態および地域社会の具体像を考察する。

翼城県城 の東南7.5㎞ に位置する喬沢廟 は、翔皐山の裾野に湧 き出る翔皐泉の神 を祀 る

祠廟 であ る。廟 内には元代建築の傑作 と称 され る戯曲舞台のほか、水分配お よび祠廟建立

に関す る12世 紀か ら20世 紀の碑刻13通 が立石 ・鑛嵌 され る。この うち、本発表で注 目す

るのは、大定18年(1178)「 大金緯州翼城 県武池等六村取水記」、丁 巳年(1257)「 大朝断

定使水 日時記」、至元9年(1272)「 重修喬沢廟神祠並水利碑記」の3通 である。

「大金緯州翼城県武池等六村取水記」の碑陰に刻 された 「大朝断定使水 日時記」には、

金 ・モ ンゴル交替期 に勃発 した灌概用水 をめぐる村々の争いに対 して、平陽路都提河所が

辛亥年(1251)に 発 した水争裁定の帖文が刻 され る。帖文冒頭 には 「皇帝福麿裏、抜都大

王令 旨裏」の文言が見える。周知 の通 り、当地はチ ンギス時代 よりジ ョチの分地に設定 さ

れ、バ トゥによって継承 された平陽路 に属す る。本碑 からも平陽路の水利行政 を委ね られ

た平陽路都提河所が水争調停 に当たってバ トゥの権威 の基に帖文 を発 してい ることが分か

る。なお、「重修喬沢廟神祠並水利碑記」に もその末尾 に 「令 旨」の記載を確認することが

できる。

「大朝断定使水 日時記」において、水争調停 に重要な役割を果たすのは楊元帥、王十官

人の両名である。楊元帥 とは金末に翼城県をもってムハ リに降った楊宜を指 し、従弟楊環

らとともに漢人世侯楊氏 は翼城県お よび近隣の要職 を世襲 した。 この楊宜 とともに金末の

戦乱 により荒廃 した翼城県城お よび県内の村落の復興 に努 めたのが王十官人である。水争

に際 して両人は現地視察 を行い、村落 ごとの水分配期間を再設定するな ど大きな役割を果

た した。王十官人のほかにも、「重修喬沢廟神祠並水利碑記」には寧七官人の名が確認で き

る。楊宜 ら漢人世侯 に加 えて、王十官人、寧七官人 らによって分割支配 され る翼城県の状

況は、ジ ョチ家投下領である平陽路の弊害を記 した都経 「河東罪言」の信懸性 を裏付ける

格好の具体例 とな り得 る。

また、辛亥年にお ける水案裁定の根拠 となったものこそ本碑別面の 「大金緯州翼城県武

池等六村取水記」であ り、さらには乙未年(1235)よ り戊申年(1248)に 至 るまで毎歳官

府 の認可を得 た用水帳簿お よび木牌の存在 であった。 ここで乙未年 が起点 とされ るのは、

同年 に旧金朝治下に対 して実施 された戸 口調査 一乙未年籍 の作成 を背景 とす る。戸 口調査

と並行 して民間 レベルにおいても、乙未年 を起点 とする新 たな秩序が形成 された ことを物

語 る。なお、本水案 中に見 られ る用水帳簿を毎年官府 に提出 し、管理部門が水利用許可の

帖を発す るとい う方法 こそ、『長安志図』に記載 され る申帖制そのものであ り、これまで制

度的枠組み しか知 り得なかった申帖制の具体的な姿を 「大朝断定使水 日時記」に確認す る

ことができる。
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